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〔６－１〕災害救助法による救助の程度、方法及び期間（厚政課） 

令和７年７月現在 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

避難所の設

置 

災害により現に被害

を受け、又は受ける

おそれのある者 

（基本額） 

避難所設置費 

1 人 1 日当たり 

360 円以内 

 

高齢者等の要配慮者を収

容する「福祉避難所」を設

置した場合、当該地域に

おいて当該特別な配慮の

ために必要な通常の実費

を加算することができ

る。 

災害発生の日

から 7 日以内 

（災害救助法

（以下「法」）第

4条第 2項の避

難所を解せる

できる期間は、

救助を開始し

た日から、災害

が発生しなか

ったと判明し、

現に救助の必

要がなくなっ

た日までの期

間） 

1 支出できる費用は、避難所の設

置、維持及び管理のための賃金職

員等雇上費、消耗器材費、建物等

の使用謝金、借上費又は購入費、

光熱水費 並びに仮設便所等の設

置費。（法第 4 条第 2 項の避難所に

ついては、災害が発生するおそれ

がある場合において必要となる経

費） 

2 避難所での避難生活が長期にわ

たる場合等においては、避難所で

避難生活している者への健康上の

配慮等により、ホテル･旅館など宿

泊施設を借上げて実施することが

できる。 

応急仮設住

宅の供与 

住家が全壊、全焼又

は流失し、居住する

住家がない者であっ

て、自らの資力では

住宅を得ることがで

きない者 

○ 建設型応急住宅 

1 規模応急救助の趣旨を

踏まえ、実施主体が地域

の実情、世帯構成等に応

じて設定 

2 基本額 1 戸当たり 

7,089,000 円以内 

3 建設型応急住宅の供与

終了に伴う解体撤去及

び土地の原状回復のた

めに支出できる費用は、

当該地域における実費。 

災害発生の日

から 20 日以内

着工 

1 支出できる費用は、設置にかかる

原材料費、労務費、付帯設備工事

費、輸送費及び建築事務費等。 

2 同一敷地内等に概ね 50 戸以上設

置した場合は、集会等に利用する

ための施設を設置できる。（50 戸

未満であっても小規模な施設を設

置できる） 

3 高齢者等の要配慮者等を数人以

上収容する「福祉仮設住宅」を設

置できる。 

4 供与期間は 2 年以内。 

○ 賃貸型応急住宅 

1 規模 建設型仮設住宅

に準じる 

2 基本額 

地域の実情に応じた額 

災害発生の日

から速やかに

借上げ、提供 

1 支出できる費用は、家賃、共益費、

敷金、礼金、仲介手数料、火災保険

等、民間賃貸住宅の貸主、仲介業

者との契約に不可欠なものとし

て、地域の実情に応じた額とする

こと。 

2 供与期間は建設型仮設住宅と同

様。 

炊き出しそ

の他による

食品の給与 

1 避難所に避難して

いる者 

2 住家に被害を受

け、若しくは災害に

より現に炊事ので

きない者 

1 人 1 日当たり 

1,390 円以内 

 

災害発生の日

から 7 日以内 

1 被災者が直ちに食することがで

きる現物によるものとすること。 

2 支出できる費用は、主食、副食

及び燃料等の経費。 

飲料水の供

給 

現に飲料水を得るこ

とができない者 

当該地域における通常の

実費 

災害発生の日

から 7 日以内 

1 支出できる費用は、水の購入費

のほか、給水又は浄水に必要な機

械又は器具の借上費、修繕費及び

燃料費並びに薬品又は資材の費

用。 

6-1-1 



救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

被服、寝具そ 

の他生活必

需 

品の給与又

は 

貸与 

住家の全壊、全焼、

流失、半壊、半焼又

は床上浸水等によ

り、生活上必要な被

服、寝具、その他生

活必需品を喪失又は

毀損等により使用す

ることができず、直

ちに日常生活を営む

ことが困難な者 

1 夏季（4 月～9 月）冬季

（10 月～3 月）の季別は災

害発生の日をもって決定

する。 

2 下記金額の範囲内 

災害発生の日

から 10 日以内 

被害の実情に応じ、次に掲げる品

目の範囲内において現物をもって

行うこと。 

・被服、寝具及び身の回り品 

・日用品 

・炊事用具及び食器 

・光熱材料 

 

区分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
６人以上 

（加算額/人） 

全壊 

全焼 

流失 

夏 20,300 26,100 38,700 46,200 58,500 8,500 

冬 33,700 43,500 60,600 70,900 89,300 12,300 

半壊 

半焼 

床上浸水 

夏 6,700 8,900 13,400 16,300 20,500 2,900 

冬 10,700 14,000 19,900 23,600 29,800 3,900 

 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

医療 医療の途を失った

者 

（応急的処置） 

1 救護班 … 実費 

2 病院又は診療所 … 国民

健康保険診療報酬の額以内 

3 施術者 … 協定料金の額

以内 

災害発生の日

から 14 日以内 

支出できる費用は、使用した薬剤、

治療材料、破損した医療器具の修繕

費等。 

助産 災害発生の日以前

又は以後 7 日以内

に分べんした者で

あって災害のため

助産の途を失った

者 

1 救護班等による場合は、

使用した衛生材料等の実

費 

2 助産師による場合は、慣

行料金の 100 分の 80 以内

の額 

分べんした日

から 7 日以内 

 

被災者の救

出 

1 現に生命、身体が

危険な状態にある

者 

2 生死不明な状態

にある者 

当該地域における通常の実

費 

災害発生の日

から 3日（72時

間）以内 

支出できる費用は、舟艇その他救

出のための機械、器具等の借上費

又は購入費、修繕費及び燃料費。 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

福祉サービ

スの提供 

現に被害を受け、避

難生活において配

慮を必要とする高

齢者等（災害時要配

慮者） 

当該地域における通常の実

費 

災害発生の日

から 7 日以内 

1 次の範囲内において行うこと。 

イ 要配慮者に対する情報の把握 

ロ 要配慮者からの相談対応 

ハ 要配慮者に対する避難生活上

の支援 

二 要配慮者の避難所への誘導 

ホ 福祉避難所の設置（法第 2 条

第 2 項に基づき設置する場合を除

く） 

2 支出できる費用は、イからニま  

での場合は消耗器材費又は器物

の使用謝金、借上費若しくは購入

費とし、同号ホの場合は消耗器材

費、建物の使用謝金、器物の使用

謝金、借上費又は購入費、光熱水

費並びに仮設便所等の設置費と

すること。 

住宅の応急

修理 

（住家の被

害の拡大を

防止するた

めの緊急の

修理） 

住家が半壊、半焼又

はこれらに準ずる

程度の損傷を受け、

雨水の浸入等を放

置すれば住家の被

害が拡大するおそ

れがある者 

１世帯当たり 

 53,900 円以内 

災害発生の日

から 10 日以内 

住家の被害の拡大を防止するため

の緊急の修理が必要な部分に対

し、合成樹脂シート、ロープ、土の

う等を用いて行うものとする。 

住宅の応急

修理 

（日常生活

に必要な最

小限度の部

分の修理） 

1 住家が半壊、半焼

若しくはこれらに

準ずる程度の損傷

を受け、自らの資

力では応急修理を

することができな

い者 

2 大規模な補修を

行わなければ居住

することが困難で

ある程度に住家が

半壊した者 

1 半壊又は半焼に準ずる程

度の損傷により被害を受

けた世帯 

  １世帯当たり 

   358,000 円以内 

2 上記以外の世帯 

1 世帯当たり 

739,000 円以内 

災害発生の日

から３月以内

（国の災害対

策本部が設置

された災害に

あっては、６月

以内） 

居室、炊事場、便所等日常生活に必

要最小限度の部分に対し、現物を

もって行うものとする。 

学用品の給

与 

住家の全壊、全焼、

流失、半壊、半焼又

は床上浸水による

喪失若しくは損傷

等により学用品を

使用することがで

きず、就学上支障の

ある小学校児童、中

学校生徒及び高等

学校等生徒、中等教

育学校の後期課程、

特別支援学校の高

等部、高等専門学

校、専修学校及び各

種学校の生徒 

1 教科書及び教科書以外の

教材で教育委員会に届出

又はその承認を受けて使

用している教材、又は正規

の授業で使用している教

材実費 

2 文房具及び通学用品は、1

人当たり次の金額以内 

小学生児童 5,500 円 

中学生生徒 5,800 円 

高等学校等生徒 6,300 円 

災害発生の日

から 

（教科書） 

1 ヵ月以内 

（その他学用

品） 

15 日以内 

被害の実情に応じ、次に掲げる品

目の範囲内において現物をもって

行うこと。 

・教科書 

・文房具 

・通学用品 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

埋葬 災害の際死亡した

者を対象にして実

際に埋葬を実施す

る者に支給 

1 体当たり 

大人（12 歳以上） 

232,200 円以内 

小人（12 歳未満） 

185,700 円以内 

災害発生の日

から 10 日以内 

原則として、棺又は棺材の現物を

もって、次の範囲内において行う

こと。 

・棺（附属品を含む。） 

・埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費

を含む。） 

・骨つぼ及び骨箱 

死体の捜索 現に行方不明の状

態にあり、かつ、各

般の事情によりす

でに死亡している

と推定される者 

当該地域における通常の実

費 

災害発生の日

から 10 日以内 

支出できる費用は、舟艇その他捜

索のための機械、器具等の借上費

又は購入費、修繕費及び燃料費。 

死体の処理 災害の際死亡した

者について、死体に

関する処理（埋葬を

除く。）をする。 

（洗浄、縫合、消毒等） 

１体当たり、3,700 円以内 

（一時保存） 

○既存建物借上費：通常の

実費 

○既存建物以外：１体当た

り 5,900 円以内 

災害発生の日

から 10 日以内 

1 検案は原則として救護班におい

て行うこと。 

2 死体の一時保存にドライアイス

の購入費等が必要な場合は当該

地域における通常の実費を加算

できる。 

障害物の除

去 

居室、炊事場、玄関

等に障害物が運び

こまれているため

生活に支障をきた

している場合で自

力では除去するこ

とのできない者 

市町村内において障害物の

除去を行った一世帯当たり

の平均 

143,900 円以内 

災害発生の日

から 10 日以内 

支出できる費用は、ロープ、スコッ

プその他除去のため必要な機械、

器具等の借上費又は購入費、輸送

費、賃金職員等雇上費等。 

輸送費及び

賃金職員等

雇上費 

1 被災者（法第 4 条

第 2 項の救助にあ

っては避難者）の

避難に係る支援 

2 医療及び助産 

3 被災者の救出 

4 福祉サービスの

提供 

5 飲料水の供給 

6 死体の捜索 

7 死体の処理 

8 救済用物資の整

理配分 

当該地域における通常の実

費 

救助の実施が

認められる期

間以内 

 

     

6-1-4 



救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

実費弁償 災害救助法施行令

(以下「令」)第 4 条

第 1 号から第 11 号

までに規定する者 

（令第 4 条第 1 号から第 5

号までに規定する者） 

イ 日当 

 都道府県等の常勤の職員

で当該業務に従事した者に

相当するものの給与を考慮

して定める 

ロ 時間外勤務手当 

 職種ごとに、イに定める

日当額を基礎とし、常勤職

員との均衡を考慮して算定

した額以内 

ハ 旅費 

職種ごとに、イに定める

日当額を基礎とし、常勤職

員との均衡を考慮して、各

都道府県等の職員に対する

旅費の支給に関する条例に

おいて定める額以内 

（令第 4 条第 5 号から第 11

号までに規定する者） 

業者のその地域における

慣行料金による支出実績に

手数料としてその 100 分の

3 の額を加算した額以内 

救助の実施が

認められる期

間以内 

 

救助事務費 1 時間外勤務手当 

2 賃金職員等雇上

費 

3 旅費 

4 需用費（消耗品

費、燃料費、食糧

費、印刷製本費、

光熱水費、修繕料） 

5 使用料及び賃借

料 

6 通信運搬費 

7 委託費 

救助事務費に支出できる費

用は、法第 21 条に定める

国庫負担を行う年度（以下

「国庫負担対象年度」とい

う。）における各災害に係る

左記 1 から 7 までに掲げる

費用について、地方自治法

施行令 143 条に定める会計

年度所属区分により当該年

度の歳出に区分される額を

合算し、各災害の当該合算

した額の合計額が、国庫負

担対象年度に支出した救助

事務費以外の費用の額の合

算額に、次のイからトまで

に掲げる区分に応じ、それ

ぞれイからトまでに定める

割合を乗じて得た額の合計

額以内とすること。 

救助の実施が

認められる期

間及び災害救

助費の精算す

る事務を行う

期間以内 

災害救助費の精算事務を行うのに

要し 

た経費も含む。 

 

 

イ 3 千万円以下の部分の金額につ

いては 100 分の 10 

ロ 3 千万円を超え 6 千万円以下の

部分の金額については 100 分の

9 

ハ 6 千万円を超え 1 億円以下の部

分の金額については 100 分の 8 

ニ 1 億円を超え 2 億円以下の部分

の金額については 100 分の 7 

ホ 2 億円を超え 3 億円以下の部分

の金額については 100 分の 6 

ヘ 3 億円を超え 5 億円以下の部分

の金額については 100 分の 5 

ト 5 億円を超える部分の金額につ

いては 100 分の 4 
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〔６－２〕災害拠点病院等一覧表（医療政策課）

基幹災害拠点病院

医　療　機　関　名 一般病床数 所　　在　　地 電話番号

山 口 県 立 病 院 機 構
山 口 県 立 総 合 医 療 セ ン タ ー

490  防府市大字大崎１００７７
0835（22）4411

（防災）10-283-1

災害拠点病院

医　療　機　関　名 一般病床数 所　　在　　地 電話番号

国 立 病 院 機 構
岩 国 医 療 セ ン タ ー

484  岩国市愛宕町１－１－１
0827（34）1000

（防災）10-280-1

岩 国 市 医 療 セ ン タ ー 医 師 会 病 院 181  岩国市室の木町３－６－１２ 0827（21）3211

山 口 県 厚 生 農 業 協 同 組 合 連 合 会
周 東 総 合 病 院

328  柳井市古開作１０００－１
0820（22）3456

（防災）10-281-1

地 域 医 療 機 能 推 進 機 構
徳 山 中 央 病 院

507  周南市孝田町１－１
0834（28）4411

（防災）10-282-1

医 療 法 人 神 徳 会
三 田 尻 病 院

128  防府市お茶屋町３－２７ 0835（22）1110

綜 合 病 院
山 口 赤 十 字 病 院

377  山口市八幡馬場５３－１ 083（923）0111

国 立 大 学 法 人
山 口 大 学 医 学 部 付 属 病 院

713  宇部市南小串１－１－１
0836（22）2111

（防災）10-284-1

労 働 者 健 康 安 全 機 構
山 口 労 災 病 院

308  山陽小野田市大字小野田１３１５－４ 0836（83）2881

山 陽 小 野 田 市 民 病 院 199  山陽小野田市大字東高泊１８６３－1 0836（83）2355

下 関 市 立 市 民 病 院 376  下関市向洋町１－１３－１ 083（231）4111

国 立 病 院 機 構
関 門 医 療 セ ン タ ー

400  下関市長府外浦町１－１
083（241）1199

（防災）10-285-1

山 口 県 済 生 会 下 関 総 合 病 院 373  下関市安岡町８－５－１ 083（262）2300

山 口 県 厚 生 農 業 協 同 組 合 連 合 会
長 門 総 合 病 院

199  長門市東深川８５
0837（22）2220

（防災）10-286-1

医 療 法 人 医 誠 会
都 志 見 病 院

175  萩市大字江向４１３－１
0838（22）2811

（防災）10-287-1

県が指定した災害拠点病院及び基幹災害拠点病院の基本的な役割

　①　災害時には24時間救急対応体制を敷き、重篤救急患者（多発外傷、挫滅症候群等）の受け入れ及び

　　広域搬送の拠点として機能する。

　②　医療救護班の派遣体制を整備しておき、災害発生時には直ちに出動し、初期の医療救護に迅速に対応

　　する。

　③　地域の医療機関へ応急用資機材を貸出す。

　④　災害時における迅速・的確な医療救護活動を実施するため、防災機能の充実・整備を図る。

　⑤　基幹災害拠点病院は上記に加え、災害時医療救護活動に必要な研修・訓練を行う。

高度救命救急センター

医　療　機　関　名 一般病床数 所　　在　　地 電話番号

国 立 大 学 法 人
山 口 大 学 医 学 部 附 属 病 院

713  宇部市南小串１－１－１ 0836（22）2111

高度救命救急センターの役割

　被災地及び（基幹）災害拠点病院から搬送される重篤救急患者や高度・専門医療を要する傷病者を24時間体制で

受け入れる。
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医　療　機　関　名 保有ＤＭＡＴ数 所　　在　　地 電話番号

国 立 病 院 機 構
岩 国 医 療 セ ン タ ー

2  岩国市愛宕町１－１－１ 0827（34）1000

岩国市医療センター医師会病院 1  岩国市室の木町３－６－１２ 0827（21）3211

山口県厚生農業協同組合連合会
周 東 総 合 病 院

1  柳井市古開作１０００－１ 0820（22）3456

光 市 立 光 総 合 病 院 2  光市光ヶ丘６－１ 0833（72）1000

地 域 医 療 機 能 推 進 機 構
徳 山 中 央 病 院

4  周南市孝田町１－１ 0834（28）4411

医 療 法 人 神 徳 会
三 田 尻 病 院

2  防府市お茶屋町３－２７ 0835（22）1110

綜 合 病 院
山 口 赤 十 字 病 院

3  山口市八幡馬場５３－１ 083（923）0111

山 口 県 済 生 会 山 口 総 合 病 院 2  山口市緑町２－１１ 083（901）6111

山 口 県 立 病 院 機 構
山 口 県 立 総 合 医 療 セ ン タ ー

2  防府市大字大崎１００７７ 0835（22）4411

医 療 法 人 社 団
宇 部 中 央 病 院

1  宇部市大字西岐波７５０ 0836（51）9221

国 立 大 学 法 人
山 口 大 学 医 学 部 附 属 病 院

3  宇部市南小串１－１－１ 0836（22）2111

労 働 者 健 康 安 全 機 構
山 口 労 災 病 院

3  山陽小野田市大字小野田１３１５－４ 0836（83）2881

山 陽 小 野 田 市 民 病 院 2  山陽小野田市大字東高泊１８６３－１ 0836（83）2355

下 関 市 立 市 民 病 院 2  下関市向洋町１－１３－１ 083（231）4111

国 立 病 院 機 構
関 門 医 療 セ ン タ ー

1  下関市長府外浦町１－１ 083（241）1199

山 口 県 済 生 会 下 関 総 合 病 院 1  下関市安岡町８－５－１ 083（262）2300

山口県厚生農業協同組合連合会
長 門 総 合 病 院

1  長門市東深川８５ 0837（22）2220

医 療 法 人 医 誠 会
都 志 見 病 院

1  萩市大字江向４１３－１ 0838（22）2811

①現場活動

②病院支援

　被災地内の災害拠点病院等の指揮下に入り、病院でのトリアージ、診療の支援等を行う。

③患者搬送

　患者搬送時のトリアージ及び搬送中の医療活動を行う。

　①　県内において、災害等により２０名以上の重症・中等症の傷病者が発生すると見込まれる場合。

　②　県内における災害等の被災者の救出に時間を要する等、山口県ＤＭＡＴが出動し対応することが効果的であ

③国又は他都道府県から山口県ＤＭＡＴの出動要請があった場合。

〔６－３〕山口県ＤＭＡＴ指定病院一覧表（医療政策課）

ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Teamの略）とは、大地震及び航空機・列車事故といった災害の急性期
（概ね４８時間以内）に被災地に迅速に駆けつけ、救急医療を行うための専門的な訓練を受けた医療チームであ
る。

(1) 活動内容

　災害急性期の被災地において、市町、消防機関及び警察等公共機関と連携した情報収集伝達、トリアージ、救
急医療等を行う。

(2) 出動基準

①県内において、災害等により２０名以上の重症・中等症の傷病者が発生すると見込まれる場合。

②県内における災害等の被災者の救出に時間を要する等、山口県ＤＭＡＴが出動し対応することが効果的である
と認められる場合。
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保　健
医療圏

病院名又は診療所名 所在地 経営主体 診療科目（救急関係） 総病床数
救急専用
病床又は
優先病床

国 立 病 院 機 構
岩 国 医 療 セ ン タ ー

岩国市愛宕町1-1-1
独立行政
法 人

外・内・整・脳外・小・
産・その他

484 24

岩 国 市 医 療 セ ン タ ー
医 師 会 病 院

岩国市室の木町3-6-12 公益法人 内・整・小 181 15

岩 国 市 立 美 和 病 院 岩国市美和町渋前1383-1 市 外・内・整・小 45 5

医 療 法 人
岩 国 病 院

岩国市岩国3-2-7 医療法人 内・小・産 41 -

山口県厚生農業協同組合連合会
周 東 総 合 病 院

柳井市古開作1000-1 厚 生 連
外・内・整・脳外・小・
産・その他

328 27

周 防 大 島 町 立 大 島 病 院 周防大島町大字小松1415-1 町 外・内 99 8

周 防 大 島 町 立 東 和 病 院 周防大島町大字西方571-1 町 外・内・整・その他 99 4

光 市 立 大 和 総 合 病 院 光市大字岩田974 市 外・内・その他 243 4

光 市 立 光 総 合 病 院 光市光ケ丘6-1 市 外・内・整・その他 210 10

医 療 法 人 社 団 陽 光 会
光 中 央 病 院

光市島田2-22-16 医療法人 外・内・整・その他 98 1

地 域 医 療 機 能 推 進 機 構
徳 山 中 央 病 院

周南市孝田町1-1
独立行政
法 人

外・内・整・脳外・小・
産・その他

519 30

オ ー プ ン シ ス テ ム
徳 山 医 師 会 病 院

周南市東山町6-28 公益法人 外・内・その他 306 8

周 南 市 立 新 南 陽 市 民 病 院 周南市宮の前2-3-15 市 外・内・脳外・その他 150 5

医 療 法 人 周 友 会
徳 山 病 院

周南市南浦山町5-14 医療法人 内・その他 78 2

社 会 医 療 法 人 同 仁 会
周 南 記 念 病 院

下松市生野屋南1-10-1 医療法人
外・内・整・脳外・その
他

250 3

医 療 法 人 緑 山 会
下 松 中 央 病 院

下松市古川町3-1-1 医療法人 外・内・整・その他 137 3

山 口 県 立 病 院 機 構
山口県立総合医療 セン ター

防府市大字大崎10077
地方独立
行政法人

外・内・整・脳外・小・
産・その他

504 30

医 療 法 人 神 徳 会
三 田 尻 病 院

防府市お茶屋町3-27 医療法人
外・内・整・脳外・その
他

128 3

医 療 法 人 社 団 松 友 会
松 本 外 科 病 院

防府市天神2-1-44 医療法人 外・内・整・その他 80 8

医 療 法 人 康 淳 会
緑 町 三 祐 病 院

防府市緑町1-5-29 医療法人 外・内・整 86 2

医 療 法 人 米 沢 記 念
桑 陽 病 院

防府市車塚町3-20 医療法人 内・整・その他 99 14

一般財団法人防府 消化 器病
セ ン タ ー 防 府 胃 腸 病 院

防府市駅南町14-33 公益法人 外・内・その他 108 9

〔６－４〕救急病院及び救急診療所（医療政策課・医務保険課）

岩 国

柳 井

周 南

防府・
山口

6-4-1



保　健
医療圏

病院名又は診療所名 所在地 経営主体 診療科目（救急関係） 総病床数
救急専用
病床又は
優先病床

医 療 法 人 博 愛 会
山 口 博 愛 病 院

防府市お茶屋町2-12 医療法人 外・内・整・その他 98 1

山口県済生会山口 総合 病院 山口市緑町2-11 済 生 会
外・内・整・脳外・その
他

279 5

綜 合 病 院 山 口 赤 十 字 病 院 山口市八幡馬場53-1 日 赤 外・内・整・小・その他 327 8

山口県厚生農業協同組合連合会
小 郡 第 一 総 合 病 院

山口市小郡下郷862-3 厚 生 連 外・内・整・小・その他 182 17

医 療 法 人 社 団 水 生 会
柴 田 病 院

山口市大内矢田北5-11-21 医療法人 外・内・その他 60 4

医 療 法 人 清 仁 会
林 病 院

山口市小郡下郷751-4 医療法人 外・内・整・その他 50 1

医 療 法 人 協 愛 会
阿 知 須 共 立 病 院

山口市阿知須4841-1 医療法人
外・内・整・脳外・その
他

135 6

医 療 法 人 社 団 向 陽 会
阿 知 須 同 仁 病 院

山口市阿知須4241-4 医療法人 外・内・整・その他 78 2

美 祢 市 立 美 東 病 院 美祢市美東町大田3800 市 外・内・整 100 4

国 立 大 学 法 人
山 口 大 学 医 学 部 附 属 病 院

宇部市南小串1-1-1
国立大学
法 人

外・内・整・脳外・小・
産・その他

745 20

国 立 病 院 機 構
山 口 宇 部 医 療 セ ン タ ー

宇部市東岐波685
独立行政
法 人

外・内・その他 365 4

社 会 医 療 法 人 い ち 樹 会
尾 中 病 院

宇部市寿町1-3-28 医療法人 外・内・整・その他 110 4

医 療 法 人 博 愛 会
宇 部 記 念 病 院

宇部市上町1-4-11 医療法人 外・内・その他 190 1

医 療 法 人 社 団
宇 部 中 央 病 院

宇部市大字西岐波750 医療法人
外・内・整・脳外・その
他

374 4

医 療 法 人 聖 比 留 会
セ ン ト ヒ ル 病 院

宇部市今村北3-7-18 医療法人
外・内・整・脳外・その
他

184 2

医 療 生 活 協 同 組 合 健 文 会
宇 部 協 立 病 院

宇部市五十目山町16-23
医療生活
協同組合

外・内・整 159 3

医 療 法 人 和 同 会
宇部西リハビリテーション病院

宇部市大字沖ノ旦797 医療法人 内 250 5

医 療 法 人 聖 比 留 会
厚 南 セ ン ト ヒ ル 病 院

宇部市大字妻崎開作108 医療法人 内・脳外・その他 80 4

労 働 者 健 康 安 全 機 構
山 口 労 災 病 院

山陽小野田市小野田1315-4
独立行政
法 人

外・内・整・脳外・小・
その他

308 6

山 陽 小 野 田 市 立
山 陽 小 野 田 市 民 病 院

山陽小野田市東高泊1863-1 市 外・内・整 199 5

小 野 田 赤 十 字 病 院 山陽小野田市小野田3700 日 赤 外・内・その他 40 2

美 祢 市 立 病 院 美祢市大嶺町東分11313-1 市 外・内・整・脳外 115 4

医 療 法 人 Ｅ Ｍ Ｓ
植 田 救 急 ク リ ニ ッ ク

美祢市大嶺町東分1210-1 医療法人
外・内・整・脳外・その
他

10 10

防府・
山口

宇部・
小野田
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保　健
医療圏

病院名又は診療所名 所在地 経営主体 診療科目（救急関係） 総病床数
救急専用
病床又は
優先病床

国 立 病 院 機 構
関 門 医 療 セ ン タ ー

下関市長府外浦町1-1
独立行政
法 人

外・内・整・脳外・小・
その他

400 24

下 関 市 立 市 民 病 院 下関市向洋町1-13-1
地方独立
行政法人

外・内・整・脳外・小・
その他

382 10

山口県済生会下関 総合 病院 下関市安岡町8-5-1 済 生 会
外・内・整・脳外・小・
産・その他

373 7

地 域 医 療 機 能 推 進 機 構
下 関 医 療 セ ン タ ー

下関市上新地町3-3-8
独立行政
法 人

外・内・脳外・その他 305 25

山 口 県 済 生 会 豊 浦 病 院 下関市豊浦町大字小串10007-3 済 生 会
外・内・整・脳外・小・
産・その他

275 9

下 関 市 立 豊 田 中 央 病 院 下関市豊田町大字矢田365-1 市 外・内・整・小・その他 71 4

医 療 法 人 愛 の 会
光 風 園 病 院

下関市長府才川2-21-2 医療法人 内 285 1

医 療 法 人
長 府 病 院

下関市長府中之町2-4 医療法人 内・その他 60 1

社 会 医 療 法 人 松 涛 会
安 岡 病 院

下関市横野町3-16-35 医療法人 内・その他 234 3

山口県厚生農業協同組合連合会
長 門 総 合 病 院

長門市東深川85 厚 生 連 外・内・整・小・産 260 12

医 療 法 人 生 山 会
斎 木 病 院

長門市東深川西新開134 医療法人 外・内・その他 83 2

医 療 法 人 社 団 成 蹊 会
岡 田 病 院

長門市東深川888 医療法人
外・内・整・脳外・その
他

121 4

医 療 法 人 医 誠 会
都 志 見 病 院

萩市江向413-1 医療法人
外・内・整・脳外・その
他

234 6

玉 木 病 院 萩市瓦町1 個 人
外・内・整・脳外・その
他

151 5

萩 市 民 病 院 萩市大字椿3460-3 市 外・内・整・小・その他 100 5

萩 む ら た 病 院 萩市大字今古萩町30-1 個 人 外・内・整・その他 78 4

下 関

長 門

萩
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〔６－５〕健康福祉センター（環境保健所）の管轄区域及び国・

　　　　　公立医療機関の状況（医務保険課）

健 康 福 祉
セ ン タ ー

(環境保健所)名
管 轄 区 域 市町立病院 国　県　立　病　院

その他
病院数

下　関　市  下関市  下関市立市民病院
 下関市立豊田中央病院

 国立病院機構
 　関門医療センター
 地域医療機能推進機構
   下関医療センター

18

岩　　　国
 岩国市、
 和木町

 岩国市立錦中央病院
 岩国市立美和病院

 国立病院機構
 　岩国医療センター

14

柳　　　井
 柳井市、
 周防大島町、
 上関町、
 田布施町、
 平生町

 周防大島町立東和病院
 周防大島町立大島病院

 国立病院機構
　 柳井医療センター

5

周　　　南
 下松市、
 光市、
 周南市

 光市立光総合病院
 光市立大和総合病院
 周南市立新南陽市民病院

 地域医療機能推進機構
 　徳山中央病院

19

山　　　口
 山口市、
 防府市

 山口県立病院機構
   山口県立総合医療センター

25

宇　　　部
 宇部市、
 山陽小野田市、
 美祢市

 山陽小野田市立
   山陽小野田市民病院
 美祢市立病院
 美祢市立美東病院

 国立病院機構
   山口宇部医療センター
 山口大学医学部附属病院
 山口県立病院機構
   山口県立こころの医療ｾﾝﾀｰ
 労働者健康安全機構
   山口労災病院

21

長　　　門  長門市 5

萩
 萩市、
 阿武町

 萩市立萩市民病院 6
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〔６－６〕健康福祉ｾﾝﾀｰ(環境保健所)管内別医療関係者の人員調（厚政課）

保　健　所　名 医　　師 薬 剤 師 保 健 師 助 産 師
看 護 師
准看護師

下　　関　　市 713 619 95 58 4,999

岩　　　　　国 320 330 90 35 2,236

柳　　　　　井 165 170 64 13 1,508

周　　　　　南 558 675 135 81 3,533

山　　　　　口 764 760 228 111 5,028

宇　　　　　部 1,058 789 117 88 5,121

長　　　　　門 67 79 27 13 584

萩 92 102 27 12 856

計 3,737 3,524 783 411 23,865951

16

207

195

歯科医師

201

157

94

49

32
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〔６－７〕標準トリアージ・タッグ（消防保安課、医療政策課） 

 

 現在、医師会、消防機関、日本赤十字社、自衛隊等でそれぞれ異なった様式、形式のトリアージタッグが使用

されているところであるが、複数の機関が参集する大規模災害時における医療活動の混乱を避けるため、トリア

ージ・タッグの標準を下記のとおりとする。 

                         記 

１ タッグの形状及び寸法 

  23.2cm（縦）×11cm（横）とする。 

２ タッグの紙質 

  水に濡れても字がかけるなど、丈夫なものとし、本体はやや厚手のもので、複写用紙は本体より薄手のもの 

とする。 

３ タッグ用紙の枚数 

  ３枚とし、１枚目は「災害現場用」２枚目は「搬送機関用」とし、本体は「収容医療機関用」とする。 

４ タッグの形式 

  モギリ式とし、モギリの幅は 1.8cm とする。 

５ タッグに用いる色の区分 

  ・軽処置群を緑色（Ⅲ） 

  ・緊急治療群を黄色（Ⅱ） 

  ・最優先治療群を赤色（Ⅰ） 

  ・死亡及び付処置群を黒色（０） 

   モギリ片の色の順番は、外側から緑色、黄色、赤色、黒色で両面印刷とし、ローマ数字のみ記載し、模様 

  や絵柄は記載しない。 

６ 傷病者の同定及び担当機関の同定等に係わる記載内容 

 (1)  傷病者の同定の項目については、「氏名」、「年齢」、「性別」、「住所」、「電話」とし、外国人の家

族や本人が記載することも想定し、これらの項目については英語を併記する。 

 (2)  担当機関の同定等の項目については、｢(タッグの)No.｣､｢トリアージ実施者氏名｣､｢搬送機関名｣､｢収容医 

  療機関名」とする。 

 (3)  ３枚目の「収容医療機関用」の裏面の上部には「特記事項」の記入できるスペースを設けることが望まし 

  い。 

７ タッグ制作主体の裁量部分 

  地域において想定される災害の頻度や種類が異なることや、医療機関で独自に作成する場合には簡易カルテ 

としても利用することが可能なよう、当該等部分については、タッグ制作主体の裁量により作成するものとす 

る。 

  具体的な項目例として、(イ)傷病者のバイタルサイン、人体図等の当該傷病者の傷病状況に関する事項、(ロ) 

タッグ制作主体の名称、マーク等が考えられる。 
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〔例１〕 
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〔例２〕 



〔６－８〕市町の防疫体制及び防疫機械器具の保有状況（健康増進課）

項目 

健康
福祉
センター
・保健所

市町別

役
所
内

外
部

計
四
兼
機

三
兼
機

二
兼
機

自
動

噴
霧

手
動

噴
霧

フ
ォ
ッ

グ

ダ
イ
ナ

フ
ォ
ッ

グ

ス
イ
ン
グ

動
力

散
粉

岩 国 市 19 19 19 17

和 木 町 5 5 5 1 2

小 計 24 24 24 1 19

柳 井 市 9 9 9 1 11

上 関 町 5 5 5 2

田 布 施 町 11 11 11 2 2

平 生 町 5 5 5 1 3

周 防 大 島 町 3 7 7 6 4

小 計 33 37 37 10 22

下 松 市 2 2 2 4 2

光 市 11 11 11 1 12

周 南 市 14 14 14 4 10

小 計 27 27 2 29 7 22

防 府 市 8 8 8 12 3 2

山 口 市 9 9 9 2 5 9 9

小 計 17 17 17 14 8 11 9

宇 部 市 5 5 5 9

山 陽 小 野 田 市 3 3 3 6 2

美 祢 市 3 3 3 15

小 計 11 11 11 30 2

長 門 市 15 15 15 2 3

小 計 15 15 15 2 3

萩 市 9 9 9 3

阿 武 町 9 9 9 1 1

小 計 18 18 18 4 1

下 関 市 下 関 市 36 36 36 2 21

181 185 2 187 14 34 129 11

防　　疫　　用　　機　　械　　器　　具　（　保　有　分　）防疫作業従事者の確保

市
町
の
防
疫
班
員

　周　　南

岩　　国

合　　　　　計

萩

長　　門

宇　　部

山　　口

柳　　井
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手
動

散
粉

電
気

煙
霧

ろ
水
器

放
送
設
備

移
動

ラ
ジ
オ

四
兼
機

三
兼
機

二
兼
機

自
動

噴
霧

手
動

噴
霧

動
力

散
粉

手
動

散
粉

自
動
車

1

1

1

1

4

4

4

4

1 4 5

防　　疫　　用　　機　　械　　器　　具　（　保　有　分　） 防疫用機械器具（借上分）
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〔６－９〕県の防疫体制及び防疫機械器具の保有状況（健康増進課）

四

兼

機

三

兼

機

二

兼

機

（

動

力

）

噴

霧

（

手

動

）

同

左

フ

ォ

ッ

グ

ス

イ

ン

グ

（

動

力

）

散

粉

（

手

動

）

同

左

（

電

気

）

煙

霧

ろ

水

器

軽

自

動

車

自

動

車

県 （本庁）

各保健所

岩国 13 8 5

柳井 7 6 3 4

周南 15 4 2 2

防府 5 4 2

山口 14 6 4

宇部 15 8 2

長門 21 4 2 2

萩 18 5 2 2

合  計 108 0 0 0 45 13 19 0 0 0 0 0 0

防　疫　用　機　械　器　具
防
 
疫
 
班
 
員

管　　　　　轄
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